
介護・福祉人材の確保及び定着等の取り組み  

1．福祉（介護）職員雇用の実態  

〔出典：「社会福祉施設の人事労務管理」実態調査（アンケート）報告書  

（調査研究者林和彦）社会福祉法人全国社会福祉協議会中央福祉学院〕  

（1）福祉従事者の男女比は、74％が女性である。  

（2）職員採用者のうち、77％は、中途採用者であり、新卒者の採用は、23％程度である。  

（3）職員の雇用形態は、65％が正規職員であり、パート職員が21％程度となっている。  

（4）職員の募集は、職安（84％）、学校の紹介（60％）、福祉人材バンク（48％）、知人等の  

縁故紹介（40％）、チラシ・広告誌の掲載（34％）、新聞・雑誌・就職情報誌への掲載  

（28％）の順となっている。  

（5）常勤職員募集から採用までの期間は、3か月で50％、6か月で80％となっている。  

（6二）中途採用者の前職は、同種類の社会福祉施設からが63％、医療・保健機関・施設か  

ら45％、他種類の社会福祉施設から43％となっている。  

（7）従事者の養成確保や資質の向上ついては、充実してきているが、ヘルパー 資格のよ  

うに安易に資格取得ができたり、福祉業務に従事するための資格要件が十分でない  

ため、無資格者や未経験者でも従事できる。このため、サービスの低下が起こって  

きている。  

（8）経営者は、人員不足による減箕を避けるため、未経験者や資質の低い者でも採用せ  

ざるを得ない状況にあり、これによっても、職員の資質の低下を招き、サービス低  

下を引き起こしている。  

（9）ヘルパー 資格取得者に代表されるように、資格は持っているが、実際に福祉の現場  

に従事する者が少ない。  

（10）福祉人材が不足していることから、初任給やパート職員の時給、夜勤手当等が上昇  

し、経営を圧迫してきている。  

（11）職員を育てても、良い条件の就職先があるとそこを先に決めて退職してしまう実態  
がある。  

（12）中途採用者の中には、いろいろなところを渡り歩いている職員がおり、長期間従事  

する者が少なく、定着率低くなっている。  

（13）都市部では、特別養護老人ホームを新規に開設しても、職員が集まらないため、入  

所待機者が多数いるのにも関わらず、定員分の入所者を受け入れられない状況が続  

いている。  
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2．福祉（介護）人材の確保と定着に向けた具体的な取り組み  

（1）福祉人材を確保するためには、最低限公務員と同等の給与水準まで引き上げること  

が必要であり、その財源としては、利用者の利用料への転嫁を避けるため、介護報  

酬や障害者自立支援費等と切り離した財源保障を国・自治体の責務として取り組む  

べきである。  

（2）一職員配置基準の抜本的な見直しを図り、労働時間の短縮と労働条件の緩和を積極的  

に推進することが必要である。  

（3）社会福祉事業の従事者は、女性が多いことから、女性が働きやすい労働環境の整備  

が必要であり、社会福祉の分野は、女性の雇用創出や拡大政策を先駆的に取り組む  

業種として位置づけ、実施していく必要がある。  

（4）福祉人材わ定着化を図るためには、福利厚生等の充実が不可欠である。特に退職金  

制度の充実は、人材の確保と定着化を図るためには、重要である。  

具体的には、福祉医療機構の退職共済制度の掛金の見直しと退職手当基準の引き上  

げが必要と考える。  

⇒現在、福祉医療機構の退職共済制度の掛金は、介護保険施設等では、一般社会福  

祉施設の3倍となっており、経営を圧迫している。このため、新設法人は、経費  

負担の面から未加入の法人も多くなっていきている。また、平成18年度より退  

職手当基準が大幅に引き下げられたため、職員の退職金が大幅に減額となった。  

なお、職員の定着化を図るためには、現行の制度を見直し、他の法人へ転職した  

際（出向等法人の都合による場合を除く）は、退職手当の継続はできないようにす  

ることも必要ではないか。  

（5）職員宿舎等の整備への助成（現行制度の拡充）や民間アパートの借り上げ補助制度の  

創設等を実施し、職員の確保と定着化の促進を図る。  

（6）外国人労働者の導入は、今後必要不可欠となってくると思われるが、現行のフィリ  

ピンからの労働者受け入れは、諸外国と比べるとハードルが高く、雇用の促進につ  

ながらないことが懸念される。外国人労働者を受け入れるためには、諸制度の見直  

しと規制緩和が、ぜひとも必要である。  
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4．20社会保障審議会   

1．はじ姥）に  

□天高く伸びる高層ビルは愛知・名古屋の元気の象徴  

□全国一の有効求人倍率1．94（3年3ケ月記録更新中！）  

□主要企業のトップの訓示「挑戦」「飛躍」の言葉が踊る  

ロ人手不足が経済成長のボトルネック  

2．深刻な人手不足の現状  

□「介護職員募集しても応募がない」（パートも応募がない）  

ロチラシ有効期限3日⇒賞味期限1日の午前中  

口派遣会社も人材不足  

ロハロー ワークへは「年中募集中」  

（中途退職者が約9割、半数以上が職業安定所を利用）  

□移乗・入浴介護でも「年齢不問」  

（29歳末満は約3割、50歳以上は4分の1～愛知県人材確保調査）  

□NHKスペシャルのショック  

3．養成校の課題  

ロ「お前は優しいから福祉に向いている」  

□「介護福祉十資格」持って大手自動車会社の期間工に  

4．．消え失せる介護業務の魅力  

□報酬減額で給与の魅力を失う⇒報酬単価をもうこれ以上下げない。  

ロプレッシャー（苦情・介護事故等）ばかりが強く仕事の魅力を失う  

口重度化に伴ないコミュニケーション（対人関係）の魅力を失う  

ロマニュアル化・記録・書類の煩雑さがヒューマニティの魅力を失う  

5．施設の取組み  

□夜勤シフトの見直し  

口人事考課による能力給導入  

□短時間労働に対応するためのシフトバリエーション  

ロ福利厚生  

口資格取得・資格所得の保証  

□配置転換   



6．最後に  

□介護施設は生活と命を支えるところ  

□施設の人材不足は社会のセーフティネットの崩壊  

□専門性の向上は否定しないがその前に人手確保が先  

口介護人材がいないことがいま最大の問題   


